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令和２年（2020年）第６回可児市議会定例会提出議案説明書 

 

認定第１号  令和元年度可児市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第２号  令和元年度可児市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第３号  令和元年度可児市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第４号  令和元年度可児市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号  令和元年度可児市自家用工業用水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

認定第６号  令和元年度可児市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第７号  令和元年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

認定第８号  令和元年度可児市土田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第９号  令和元年度可児市北姫財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第10号  令和元年度可児市平牧財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第11号  令和元年度可児市二野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第12号  令和元年度可児市大森財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第13号  令和元年度可児市水道事業会計決算認定について 

認定第14号  令和元年度可児市下水道事業会計決算認定について 

 

議案第54号  令和２年度可児市一般会計補正予算（第５号）について 

議案第55号  令和２年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

議案第56号  令和２年度可児市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

議案第57号  令和２年度可児市可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計補

正予算（第１号）について 

 

議案第58号  可児市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

市における個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の見直しに伴い、改正

するもの。 

(2) 改正内容 

【第20条の５第１項】寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲について、市内に事

務所等を有するものに対する寄附金から県内に主たる事務所を有する法人等に対す

る寄附金に改める。 

【第20条の５第１項第11号】寄附金税額控除の対象となる寄附金に、市長が指定する

寄附金を追加する。 

(3) 施行日／令和３年１月１日 
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議案第59号  可児市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

   国の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、改正す

るもの。 

 (2) 改正内容 

  【第６条第２項】令和３年４月１日以後、指定居宅介護支援事業所（以下「事業所」

という。）の管理者として主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを

得ない理由がある場合は、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を管理

者とすることができることとする。 

【附則第２条】令和３年３月31日時点において、主任介護支援専門員でない者が管理

者である事業所については、その者が引き続き管理者である限り、管理者を主任介

護支援専門員とする要件の適用を令和９年３月31日まで猶予する。 

(3) 施行日／令和３年４月１日 

第６条第２項本文の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日 

 

議案第60号  可児市子どものいじめの防止に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

(1) 改正趣旨 

   いじめ防止対策推進法第28条第１項に規定する重大事態（以下「重大事態」とい

う。）が発生した際の調査組織として、可児市教育委員会いじめ重大事態調査委員会

（以下「調査委員会」という。）を設置するため、改正するもの。 

 (2) 改正内容 

  【新第19条】重大事態に対処等するため、教育委員会に調査委員会を設置する旨を規

定する。 

【第20条】調査委員会の所掌事務等について規定する。 

【第21条】調査委員会の組織等について規定する。 

【第23条】市長及び教育委員会又は市立学校は、その保有するいじめに関する情報を

相互に提供等することができる旨を規定する。 

(3) 施行日／公布の日 

 

議案第61号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

令和２年９月30日に任期満了となる現委員の渡邉勉さんを引き続き選任したいので、議

会の同意を求めるもの。【地方税法第423条第３項】 
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議案第62号  教育委員会委員の任命について 

 

令和２年９月30日に任期満了となる現委員の生駒隆昌さんの後任を任命することについ

て、議会の同意を求めるもの。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項】 

氏   名 住    所 

長井 知子 可児市広見六丁目38番地 

 

議案第63号  人権擁護委員候補者の推薦について 

 

人権擁護委員の候補者として推薦することについて、議会の意見を求めるもの。【人権

擁護委員法第６条第３項】 

氏  名 住    所 

昆 真美 可児市光陽台四丁目７番地 

鈴村 明弘 可児市下恵土1049番地３ 

山田 博司 可児市塩705番地25 

 

議案第64号  旧慣による公有財産の使用廃止について 

 

一般国道41号に係る防災工事の事業用地として土田財産区財産を処分するため、当該財

産の旧慣による使用を廃止するもの。【地方自治法第238条の６第１項】 

所在地／可児市土田字大脇4909番１の一部 地目／保安林 地積／767.38㎡ 

 

議案第65号  旧慣による公有財産の使用廃止について 

 

宅地造成用地として二野財産区財産を処分するため、当該財産の旧慣による使用を廃止

するもの。【地方自治法第238条の６第１項】 

所在地／可児市二野字猿洞1883番 地目／山林 地積／264.00㎡ 

 

議案第66号  財産の取得について 

 

可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業用地として、土地を取得するもの。【可児

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条】 

（所在地等）可児市柿田字稲垣293番１ 外44筆 計45,827.00㎡ 

（相手方）＊＊＊＊＊＊ 外６名 

（契約方法）随意契約 

（取得価格）451,511,800円 
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議案第67号  令和元年度可児市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 令和元年度可児市水道事業会計決算における当年度未処分利益剰余金について、資本金

に処分するもの。【地方公営企業法第32条第２項】 

 

議案第68号  令和元年度可児市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 令和元年度可児市下水道事業会計決算における当年度未処分利益剰余金について、資本

金及び減債積立金に処分するもの。【地方公営企業法第32条第２項】 

 

 

〇提出議案数／認定14 予算４ 条例３ 人事３ その他５ 合計29 
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【諸般報告】 

 

報告第８号  健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 

令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を報告するもの。【地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項】 

 

報告第９号  出資法人の経営状況説明書について 

 

次の出資法人の経営状況説明書を報告するもの。【地方自治法第243条の３第２項】 

  一般財団法人可児市公共施設振興公社 

  公益財団法人可児市体育連盟 

  公益財団法人可児市文化芸術振興財団 

 

報告第10号  放棄した債権の報告について 

 

 市が放棄した債権を報告するもの。【可児市債権管理条例第11条第２項】 

  児童手当返還金（３件）                  債権額  205,000円 

  市営住宅使用料（１件）                  債権額  199,000円 

  学校給食費（33件）                    債権額  294,514円 

  国民健康保険に係る第三者行為に伴う損害賠償金（２件）   債権額 1,606,360円 

国民健康保険に係る資格喪失後の受診等に伴う返還金（61件） 債権額  587,604円 

水道料金（17件）                     債権額  216,208円 


